
令和８年６月８日

警察庁

死因究明等推進計画に基づく
施 策 の 推 進 状 況 に つ い て

資料６-５



警察官による死体発見

警察における死体取扱いの流れ

警察が取り扱う死体

検証・実況見分
（刑事訴訟法第２１８条第１項、同法第１９７条第１項）

五官の作用により、物又は場所の形態や状況等を
認識し、その結果を証拠とする処分

検 視（刑事訴訟法229条）

人の死亡が犯罪に起因するものかどうか
を判断するために、五官の作用により死
体の状況を外表から調べる処分

調 査（死因･身元調査法第４条第２項）

死因及び身元を明らかにするために行う、外表の調
査、死体の発見された場所の調査、関係者に対す
る質問等の必要な調査

変死体（犯罪による死亡の疑いがある死体）犯罪死体（死亡が犯罪によることが明らかな死体） その他の死体 （犯罪死体及び変死体以外の死体）

司法解剖（刑事訴訟法168･223･225条）

裁判所の発付した鑑定処分許可状に基づき行う
もので、犯罪捜査のための鑑定に必要な処分と
しての解剖

調査法解剖（死因･身元調査法第６条）

警察署長が、法医学者等の意見を聴いて死因を明ら
かにするため特に必要があると認めるときに行う解剖

その他の解剖
○監察医解剖(死体解剖保存法第８
条)
○承諾解剖(死体解剖保存法第７条)

検 査（死因･身元調査法第５条）

死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、
その必要な限度において、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、
体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断その
他の政令で定める検査を実施することができる。

遺族等への死体の引き渡し

警察への通報･届出（端緒）

（区分）

（手続き）
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➢ 令和７年の死体取扱数：20万4,562体
→ 統計の残存する平成８年以降で最多
➢ 「その他の死体」が全体の９割を占めている

警察取扱死体数等の推移（Ｈ２８～Ｒ７）
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死因究明等推進計画に基づく施策の進捗状況

◆ 効果的かつ効率的な検視官の運用（施策番号30）
➢ 検視官臨場率 平成19年：１１．９％ → 令和７年：８２．７％
➢ 引き続き、必要な案件への確実な現場臨場により、警察署の警察官に対する指導･助言等を推進
➢ 令和６年１月から全国警察において映像伝送装置を活用した効率的な死体取扱業務を運用中

○ 警察における死因究明等の実施体制の充実（法第13条）

◆ 検視官等に対する教育訓練（施策番号５）

➢ 警察庁では、日本法医学会等の協力を得て、全国警察の検視官及び検視官補助者を対象とし
た研修を実施し、法医学者、歯科法医学者等による講義、ゼミ等を実施

➢ 都道府県警察においても、死体取扱業務に従事する警察官等にする研修を実施

○ 死因究明等に係る人材の育成等（法第10条）

◆ 必要な薬毒物検査の確実な実施（施策番号63）
➢ 薬毒物検査:１９万３，１２６件（警察取扱死体の９４．４％）

○ 死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備（法第12条）

◆ 大規模災害等における歯科所見情報の照会要領の策定運用（施策番号29）

◆ 科学捜査研究所における薬毒物の分析機器や鑑定標準品の整備（施策番号32）
◆ 死亡時画像診断の積極的な実施（施策番号34）

➢ 令和７年中：２万２０件（警察取扱死体の９．８％）

○ 死因究明のための死体の科学調査の活用（法第15条）

◆ 身元確認照会システムの適正かつ効果的な運用（施策番号35）
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